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上 下 水 道 局

令和８年２月

第39号議案 長崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例
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１ 改正概要

➢ ⑴ 改正する条例

長崎市水道事業給水条例

➢  ⑵ 改正理由

水道料金の算定方法について、検針を行わない月の使用水量を直近の検針で得られた使用水量を基に算定

する「推定使用水量」に基づく算定方法から、「実使用水量」に基づく算定方法へ変更することで、事務の

効率化及び費用の縮減を図るとともに所要の整備を行うもの。

➢ ⑶ 背景
現在の料金算定方法は、昭和52年に水道料金の算定根拠となる使用水量の検針にかかる費用を縮減する

ため、検針間隔を「毎月」から「隔月」にした際、市民生活への影響を考慮し、毎月徴収を継続するため

に採用したもの。

この方法は、検針を行わない月の使用水量を直近の検針で得られた使用水量を基に「推定使用水量」とし

て料金を徴収するため、次の検針で得られる「実使用水量」との差が大きい場合、料金の大幅な変動や還付

が発生するため問合せが多く寄せられ、還付に伴う事務手続も頻繁に発生している。

このような諸問題を解決するため、現在の「推定使用水量」に基づく算定方法から「実使用水量」に基づ

く算定方法へ変更する。
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２ 現行制度の概要
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検針を行わない月の使用水量を直近の検針で得られた使用水量を基に「推定使用水量」

として料金を徴収。その後の検針で得られた「実使用水量」に基づき、料金を確定し精算。



４ 施行期日

➢ ⑴ 算定方法の見直し

検針で得られた実使用水量を２等分したものを直近２か月の使用水量として２か月に分けて請求を行う。

➢ ⑵ 見直しに伴う効果

３ 改正内容

➢ 令和９年１０月１日
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〇還付事務処理件数（令和６年度）
8,597件（過去5年間の平均 9,121件/年）

〇事務処理に要した人員等
委託業者 3.4人/年（約13,940千円/年）
職員  0.13人/年（約   717千円/年）

〇帳票印刷・郵送費用  1,200千円/年

合計 （約15,857千円/年）

現在の費用等

区 分 変 更 後

利 用 者
制度理解 実使用水量に基づく請求となるため分かりやすい

支払額 現行制度とほぼ変わらない

上下水道局
事務の効率化 利用者からの問合せ、料金の還付処理に係る業務の縮減

費用の縮減 業務量の減に伴う人件費や郵送代など事務費の縮減



５ 条例改正に伴う収支への影響

➢ ⑴ 算定方法見直し年度における収入の減

・算定方法見直し後における直近の検針を行わない月は、料金算定の根拠となる実使用水量が確定できず、

当該月分の請求が一か月先送りとなるため、見直し年度における収入が減収。

・その額は、水道事業会計で約３．５億円、下水道事業会計で約３億円の見込み。

・この場合、水道事業会計においては当該年度の純利益がマイナスとなり、下水道事業会計においては概ね

純利益が発生しない見込みとなるが、未処分利益剰余金があるため欠損金は発生しない見込み。

➢ ⑵ 見直し年度（令和９年度）における収支の見通し
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５ 条例改正に伴う収支への影響

➢ ⑶ 水道事業会計収支状況の見通し
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（単位：億円）



５ 条例改正に伴う収支への影響

➢ ⑷ 下水道事業会計収支状況の見通し
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（単位：億円）



６ スケジュール等

令和８年度 令和９年度

上下水道料金等
管理システム改修

市民周知

ソフトウエア開発

システムテスト・納品

広報誌・ホームページ・SNS・自治会回覧

検針票・使用水量のお知らせ

➢  ⑴ スケジュール

➢ ⑵ 予算措置の状況（令和８年度設定 債務負担行為）

 ・上下水道料金等管理システム改修業務委託 限度額 40,782千円 ※水道事業会計当初予算書 34,35ページ

主な作業内容 項目 作業内容 作業期間

令和８年度

要件分析 必要な追加機能等を明確化し、課題抽出及び解決方法を集約 ２週間

詳細設計 追加機能等のシステム処理をフローチャート図等で作成 ４か月

ソフトウエア構築 詳細設計に基づき、プログラムを作成 ５か月

令和９年度

単体、結合テスト 作成したプログラム部分の動作確認 ４か月

総合テスト 検針データの取込、料金計算、帳票出力といった一連の動作確認 ４か月

成果物作成、納品 納品物等の作成 ２週間
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７ 新旧対照表

➢  長崎市水道事業給水条例

改正後 改正前
（従量料金） （従量料金）

第26条 従量料金は、２箇月ごとの基準日に行うメーターの検針により計量した使用水量（

その使用水量に１立方メートル未満の端数があるときは、その端数を次のメーターの検

針により計量する使用水量とする。）の２分の１に相当する水量（その水量に１立方メート

ル未満の端数があるときは、その端数を検針を行った月分の使用水量とする。）を、検針

を行った月分及びその前月分の使用水量として、それぞれ別表第２により算定して得た

額とする。

第26条 従量料金は、２月ごとの基準日に行うメーターの検針により計量した使用水量

（以下「２月分の使用水量」という。）に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 検針を行わない月（以下「推定月」という。） その直前の２月分の使用水量

の２分の１に相当する水量に応じ別表第２により算定して得た額

(2) 検針を行う月 ２月分の使用水量を各月均等に使用したものとみなして、それ

ぞれ別表第２により算定して得た額の合算額からその直前の推定月分の従量料金の

額を控除して得た額

２ 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、基準日以外の日にメーターを

検針し、従量料金を算定することができる。

２ 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、基準日以外の日にメーターを

検針し、従量料金を算定することができる。

第27条 〔略〕 第27条 〔略〕

（従量料金の算定の特例）

第28条 基準日以外の日において給水装置の使用を開始した場合は、当該日から直後の

基準日までの期間の使用に係る従量料金は、１箇月分として算定する。

（従量料金の算定の特例）

第28条 基準日以外の日において給水装置の使用を開始した場合は、当該日から直後の

基準日までの期間の使用に係る従量料金は、1月分として算定する。

２ 基準日以外の日において給水装置の使用を休止し、若しくは廃止し、又は給水を停

止した場合は、直前の基準日の翌日から当該日までの期間の使用に係る従量料金は、

１箇月分として算定する。この場合において、その算定に用いる使用水量に１立方メ

ートル未満の端数があるときは、給水装置の使用を休止し、又は給水を停止した場合

にあっては再開した日以後の最初のメーターの検針により計量する使用水量にその端

数を加えて算定し、給水装置の使用を廃止した場合にあってはその端数を切り捨てて

算定するものとする。

２ 基準日以外の日において給水装置の使用を休止し、若しくは廃止し、又は給水を停

止した場合は、直前の基準日の翌日から当該日までの期間の使用に係る従量料金は、

1月分として算定する。
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７ 新旧対照表

➢  長崎市水道事業給水条例

改正後 改正前
（給水装置の取り外し） （給水装置の取りはずし）

第38条 管理者は、使用廃止の状態にあると認められる給水装置について、水道の管理

上必要があるときは、給水装置を配水管から取り外すことができる。

第38条 管理者は、使用廃止の状態にあると認められる給水装置について、水道の管理

上必要があるときは、給水装置を配水管から取りはずすことができる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和９年10月１日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、公布

の日から施行する。

（経過措置）

２ 令和９年10月にメーターの検針を行う場合における当該月分の料金の算定について

は、改正後の長崎市水道事業給水条例第26条第１項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。
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